
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 2日は『夫婦の日』で知られています

が、実は『バスガールの日』でもあります。

大正 9 年に日本で初めてバスガールさん

が登場した日といわれています。当時のバ

スガールは高給 

取りとして話題 

になったそうで 

すよ。 
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2月号 

あずま ひろき通信 
～気軽に読めて役に立つマネー情報をお届けします！～ 

 

連帯保証人が債権者から借金返済を要求

された場合、正しいものはどちらでしょう

か？ 

 

１ 先に債務者から返済を求めるよう債

権者に請求できる 

 

２ 債務者に借金を返済できるだけの財

産があっても、連帯保証人は借金を返済し

なければならない 

（答えは裏面にあります！）  

 

 

 

 フラット 35とは住宅金融支援機構と民間の金融機関が連携して提供する、最長 35年の全

期間固定金利型の住宅ローンのことをいいます。今はフラット 35にも様々な種類があり、

条件があえばフラット 35の金利からさらに金利が低くなる金利優遇サービスを受けること

ができます。主なものをご紹介していきましょう。 

【フラット 35S】長期優良住宅等、質の高い住宅を取得する際に、当初 5年間または 10年間、

▲0.25％の金利優遇を受けることができます。 

【フラット 35・子育て支援型】子育て支援に積極的な地域で子育て世帯が住宅を取得する場

合、当初 5年間▲0.25％の金利優遇を受けることができます。フラット 35Sとの併用も可能

です。 

【フラット 35・地域活性化型】地域活性化に積極的な地域で住宅を取得する場合、当初 5

年間▲0.25％の金利優遇を受けることができます。フラット 35Sとの併用も可能です。 

 

対象となる地方自治体や各種条件などの詳細は、住宅金融支援機 

構の HP（www.flat35.com）、またはコールセンター（0120-0860-35） 

でご確認ください。なお、子育て支援型、地域活性化型は、今のと 

ころ 2019年 3月 31日までの申込分が適用となっています。住宅購 

入を検討している方はお早めに…。 

 

 

 

フラット 35 お得情報！ 



 

【初雪】 

 

今年は東京でなかなか雪が降らないの

で、雪を見に、新潟まで旅行に行ってき

ました。ウインタースポーツというもの

に全く縁のない夫婦なので、今までなか

なか東北へは行かなかったのですが… 

スノボやスキーをしている人たちを間

近に見ると、やってみたくなりますね！ 

そろそろ練習してみようと思いました。 

正解：２   

 

連帯保証人は債務者が借金を返済でき

るだけの財産をもっていたとしても、債

権者からの借金返済の要求を拒むことは

できません。連帯 

保証人の話がきたと 

きは、慎重に対応す 

るようにしましょう。 

 

今さら聞けない、円高、円安？ 

 海外旅行に行くときには為替レートが気になりますよね？年末に対米ドルの為替レー

トが大きく動いて「円高になった！」というニュースを聞いた方もいらっしゃるかもしれ

ません。円高、円安とはどういうことなのか、基礎の基礎をおさらいしてみましょう。 

為替レートが 1ドル＝112円から 1ドル＝108円になると「円高」になったといいます。

つまり、1 ドルに対する円の価格が下がるということは、円の価値が上がり、ドルの価値

が下がったことになります。よって円高・ドル安になるのです。「円安」はその逆です。

もしも米ドル預金を保有していた場合は、円高になると円での評価額が下がり、円安にな

ると円での評価額が上がります。つまり、外貨に投資をする場合は、円高で買って円安で

売れば利益がでることになります。 

例）1万ドルの価値 

 為替レート 円換算 円からみた価値 

円安 1ドル＝112円 1万ドル×112円＝112万円 ドルの価値が上がる 

円高 1ドル＝108円 1万ドル×108円＝108万円 ドルの価値が下がる 

逆に、海外旅行などの場合は、円高時に行くと円での支払い額は安くなるためお得にな

るというわけです。米ドルレートはここ 10年間 75円～125円を推移しています。長期目

線で今がどのあたりなのか、みてみるのもおもしろいですね。             

※上記の数値は、所定の条件のもと算出したものですので、あくまでも参考値としてご覧ください。 
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